
議第 1496号 
 

金沢都市計画道路の変更（石川県決定） 

 
都市計画道路中 3･3･2号臨港線を次のように変更する。 
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「区域及び構造は計画図表示の通り」 
 
理由 

3･3･2 号臨港線は、金沢港の整備に伴い、昭和４３年に都市計画決定された道路であり、金
沢港の各ふ頭用地を結ぶ重要な幹線道路である。また金沢港周辺の各幹線道路と連結し、臨海

部立地企業への貨物運搬においても重要な道路として位置付けられている。 
本路線の終点から市道潟津６号湊１丁目線７号との交差点までの延長１８０ｍの区間につい

ては、これまで湖南地区の貯木場・木材ふ頭用地と臨海部の木材関連企業を結び、木材運搬に

おいて重要な役割を担うこととしていたが、木材需要の社会情勢の変化や周辺土地利用の変化

により、都市計画道路としての機能が低くなったことから、今回、区域から削除し、終点位置

の変更を行うものである。 
また、併せて車線数が定められていないことから主となる車線数を４車線に決定する。 


